
【許可条件】 

 

１ 占用期間中、公園の指定管理者とは、常時、十分に連絡調整を行い、指定管

理者の 事業運営及び公園利用者の一般利用に支障を及ぼさないよう配慮する

こと。  

２ 占用期間中における事故については、申請者の責任において一切処理するこ

と。  

３ 公園施設等を損傷又は破損したときは、申請者において速やかにこれを修理

又はその損害を賠償すること。  

４ 年１回以上定期点検を実施し、占用期間中は、その点検記録を保存すること。 

５ 占用物件を変更又は撤去する場合は、事前に協議を行い、所長の指示及び確

認を受 けること。  

６ 次の各号の一に該当するときは、占用の全部若しくは一部を取消し、その効

力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用

物件の改築、移転若しくは除却、占用物件により生ずべき損害を予防するため

必要な措置を講ずること、若しくは占用場所を原状に回復することを命ずるこ

とができる。  

（１） 都市公園法（政令、規則を含む。以下同じ。）、埼玉県都市公園条例（規

則を含む。以下同じ。）の規定に違反したとき  

（２） この許可条件に違反したとき  

（３） 偽りその他不正な手段によりこの許可を受けたとき  

（４） 埼玉県において設置の場所を公用若しくは公共用に供するため必要とす

るとき  

７ 前項の規定により占用許可を取消し又は変更した場合、埼玉県はその取消し

又は変 更によって生じた損失を補償しない。  

８ 占用者は、占用期間が満了したとき又は第６項の規定により占用許可を取り

消され たときは、自己の責任と負担において所長の指定する期限までに占用

場所を原状に 回復して返還しなければならない。ただし、別に所長が承認し

たときはこの限りでない。  

９ 占用物件の存する市町において震度５弱以上を観測した場合は、直ちに占用

物件の 安全点検を実施し、その結果を速やかに県に報告すること。 

10 都市公園法、埼玉県都市公園条例、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律、埼玉県景観条例等事業の実施にあたり関係する法令及びこの

許可条件を遵守すること。 


